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❶市県民税・・・・・・・・・・・【４期】
❷国民健康保険税・・・・・【7期】
❸後期高齢保険料・・・・・【7期】

※納期限内に必ず納めましょう。納付が困難な場合は、各担当課
にご相談ください

（問）❶❷税務課☎43-5213／❸長寿・保険課医療保険係☎43-5257

今月の納期限は1月31日（火）今月の納期限は1月31日（火）

　
経
済
的
な
負
担
の
軽
減
を
目

的
と
し
た
「
水
道
基
本
使
用
料

等
生
活
支
援
福
祉
補
助
金
」
の

申
請
を
受
付
し
ま
す
。

　
条
件
等
に
該
当
す
る
と
思
わ

れ
る
世
帯
に
申
請
書
を
送
付
し

ま
す
の
で
、
必
要
書
類
を
添
え

て
福
祉
課
ま
で
申
請
し
て
く
だ

さ
い
。
通
知
が
届
か
な
か
っ
た

世
帯
に
つ
い
て
も
、
該
当
す
る

と
思
わ
れ
る
場
合
は
福
祉
課
ま

で
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

対
象
者
・
条
件
・
補
助
金
額

　
下
表
の
と
お
り

補
助
対
象
期
間

　
令
和
４
年
１
月
～
12
月
の
う

ち
、条
件
に
該
当
す
る
期
間

（
月
単
位
）

申
請
に
必
要
な
書
類

▽
高
齢
者
の
み
、障
害
者
が
い

る
、ひ
と
り
親
世
帯
の
場
合

❶
補
助
対
象
期
間
の
い
ず
れ
か

の
月
の
水
道
料
金
使
用
料
等

の
お
知
ら
せ
の
写
し

❷
申
請
者
名
義
の
補
助
金
振
込

先
の
通
帳
の
写
し（
昨
年
度

と
同
じ
場
合
は
不
要
）

❸
eo
光
テ
レ
ビ
の
契
約
者
が
わ

か
る
書
類（
契
約
書
等
の
写

し
）

❹
補
助
対
象
期
間
の
い
ず
れ
か

の
月
の
eo
光
テ
レ
ビ
使
用
料

を
支
払
っ
た
こ
と
が
わ
か
る

水道基本使用料等生活支援福祉補助金の申請受付について
補助金交付申請者は水道使用契約者および eo 光テレビ契約者になります

問福祉課☎ 43-5216

お知
らせ

書
類（
通
帳
、は
が
き
等
の
写

し
）

※
❸
❹
は
eo
光
加
入
世
帯
の
み

▽
生
活
保
護
世
帯
の
場
合

　
eo
光
テ
レ
ビ
使
用
料
が
対
象

と
な
り
ま
す
の
で
別
途
対
応

し
ま
す
。

対象者 条件等 補助金額

高齢者のみ
の世帯

世帯全員が70歳以上で、前年の合計所得金額と
年金収入の合計額が次の金額以下の世帯

単身：120万円以下
２人：190万円以下
３人：240万円以下

※専従者給与の受給者でないこと
※市民税課税者に扶養されている人を除く

口径にかかわらず
月額403円
※eo光加入世帯は

月額1,210円
障害者がいる世帯 手帳を有する世帯員がおり、市民税非課税の世帯

ひとり親世帯 児童扶養手当の全部支給対象者

対象者 補助金額

生活保護世帯
eo光テレビ使用料の月額1,650円を上限とする金額。携帯電話を持た
ずeo光電話（固定）のみの世帯はeo光電話の月額1,457円を上限に
加算

水道料金について（生活保護世帯は対象外）

eo 光テレビ使用料について

※市税の滞納がないこと

申
請
期
限　
３
月
３
日（
金
）

問
福
祉
課
☎
43
・
５
２
１
６

※
問
合
せ
先
は
淡
路
広
域
水
道

企
業
団
で
は
あ
り
ま
せ
ん

　

国
民
年
金
は
、
年
を
と
っ
た
と
き
、

病
気
や
事
故
で
障
害
が
残
っ
た
と
き
、

家
族
の
働
き
手
が
亡
く
な
っ
た
と
き

に
、
働
い
て
い
る
世
代
み
ん
な
で
支
え

よ
う
と
い
う
考
え
で
作
ら
れ
た
仕
組
み

で
す
。
20
歳
以
上
60
歳
未
満
の
人
に
加

入
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

国
民
年
金
の
ポ
イ
ン
ト

❶
将
来
の
大
き
な
支
え
に
な
る

　

国
が
責
任
を
も
っ
て
運
営
す
る
た

め
、
安
定
し
て
お
り
、
年
金
の
給
付
は

生
涯
に
わ
た
っ
て
保
障
さ
れ
ま
す
。

❷
老
後
の
た
め
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん

　
国
民
年
金
に
は
、
年
を
と
っ
た
と
き

の
老
齢
年
金
の
ほ
か
障
害
年
金
や
遺
族

年
金
も
あ
り
ま
す
。

※
保
険
料
を
納
め
ら
れ
な
い
と
き
は
、

未
納
の
ま
ま
放
置
せ
ず
、
必
ず
「
学

生
納
付
特
例
」
や
「
免
除
・
納
付

猶
予
」
を
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
お
持
ち
の
人

は
、
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
か
ら
も
手
続

き
が
で
き
ま
す
。

明
石
年
金
事
務
所
管
内
出
張
年
金
相
談

▽
日
時　
２
月
20
日
（
月
）

　
午
前
10
時
15
分
～
午
後
３
時
15
分

▽
場
所　
洲
本
市
文
化
体
育
館

▽
受
付
期
間　
１
月
10
日
（
火
）
～

※
満
席
に
な
り
次
第
受
付
終
了

▽
受
付
方
法　
明
石
年
金
事
務
所
へ
電

話
で
お
申
込
み
く
だ
さ
い

問
明
石
年
金
事
務
所
お
客
様
相
談
室

　
☎
０
７
８
・
９
１
２
・
４
９
８
３

問総合窓口センター☎ 43-5212

20 歳になったら国民年金お知
らせ

市の各種計画に市民の意見を反映するため、委員会の委員を公募し
ます。詳しくは、お問合せください。各種委員の公募

老人福祉計画および介護保険
事業計画策定委員会 障害者計画等策定委員会

募集人員 ２人 ２人

応募資格（共通） 次の❶～❸のすべてを満たす人。
❶市の他の附属機関の公募委員でない❷市の議会議員または職員でない❸暴力団員等でない

応募資格（個別）

次の要件をすべてを満たす人

❶市の介護保険被保険者（住所地特例適用者を除く）❷納
期限の到来している介護保険料および医療保険の介護保険
分を完納している世帯に属する

❶市長および市議会議員の選挙権を有する❷市の障害福
祉施策の推進に理解、関心がある

応募期間 １月４日（水）～31日（火）午後５時まで（持参の場合、土日祝日を除く）

任　　期 令和５年４月１日～令和８年３月31日

報　　酬 日額8,000円

応募方法 申込書に必要事項を記入し、400字以上800字以内の小論文（書式自由、各テーマは下記のとおり）を添えて、持参
または郵送のいずれかの方法で提出

小論文のテーマ 老人福祉もしくは介護保険について 南あわじ市の障害福祉施策について

問合せ先 長寿・保険課☎43-5217 福祉課☎43-5216

訂正とお詫び

　広報12月号15頁に掲載しまし

た「思いやり・命を大切に　園児ら

が『人権の花』運動」の記事で、同

運動に取り組んだ施設名で「広田

保育園」とあるのは、「市こども園」

の誤りでした。訂正し、お詫び申し

あげます。




